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主 事  塩田

主 任   鮫島、水口、山本、西、平川

主 任   橋口

１ 農地法第３条許可申請に関する件

２ 農地転用事業計画変更に関する件

３ 農地法第４条許可申請に関する件

４ 農地法第５条許可申請に関する件

５ 非農地認定に関する件

６ 農用地利用集積計画に関する件

７ 農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

１ 法務局から照会のあった農地等の現況について

２ 鹿児島市長（特別滞納整理課）から照会のあった農地等の現況について

３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について

４ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

５ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について

６ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について
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議    長

開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、令和３年度第１２回総会を開催いたし

ます。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１８人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。

なお、欠席届が、上四元委員から出されています。

また、本日は傍聴者が１名いらっしゃいますのでご報告いたします。

傍聴人におかれましては、鹿児島市農業委員会会議規程第１１条の規定に基づ

き、定められた場所で傍聴し、議長の指示に従っていただきますようお願いしま

す。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、からご指名申し上げてよろ

しいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、福永委員、堀之内委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。

議題６．「農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参与の制限と

なっておりますのでよろしくお願いします。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～２ページ ９件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、譲渡理由：労力不足、譲受理由：リハビリ農園、権利の種別：所有

権移転、売買。

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。

譲受人は、申請地近くで、病院や介護老人保健施設等、複数事業所を運営する

医療法人でございます。

申請地は、障害のある施設利用者の自立訓練施設の目の前に位置した場所にあ

り、農作業活動や農産物栽培等を通じて、日中活動の充実、自信の向上や生きが

いの創出等を図ることを目的に、就労支援事業を行うものであることから、

農地法の不許可の例外規定、施行令第２条第１項第１号ハに該当するため、農

地を取得することができると判断したところでございます。

以上です。

議    長 次に、吉田、１２番委員お願いします。

１ ２ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

以上です。

議    長 次に、桜島、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

以上です。

議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

以上です。

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。



- 3 -

３ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号６号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号７号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号８号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

以上です。

議    長 次に、郡山、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、番号１号は、農地法施行令第２条第１項第１号

ハの不許可の例外規定に該当し、それ以外の全ての案件は、農地法第３条第２項

各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお願

いいたします。これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございま

せんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」９件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。

議題２．農地転用事業計画変更に関する件

３ページ ２件

議    長 次に、議題２．「農地転用事業計画変更に関する件」を審議します。

議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」谷山の番号２号及び松元の番号３

号、議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」松元の番号２５号の案件が、こ

の事業計画変更に関連するので併せて、審議していただききたいと思います。

まず、谷山、１番委員お願いします。
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１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、変更前：建売住宅２棟１２１．４８㎡、庭敷地等３４８．５２㎡、

変更後：建売住宅２棟１５１．３６㎡、庭敷地等３１８．６４㎡、申請事由：当

初の計画では、２階建ての建売住宅２棟を建築する予定であったが、事業計画の

変更により２棟のうち１棟を平屋建てとするもの。権利の種別：所有権移転、許

可日：令和３年４月１９日、許可番号：農委第０２２２５－６９号。

４条許可申請の番号２と関連がありますので、併せて読み上げます。

４ページです。

番号２号、用途・施設：建売住宅１棟８７．６０㎡、庭敷地等１４７．４０㎡、

周囲の状況及び被害防除計画、東・南…他人畑、西…宅地、北…農道、境界…ブ

ロック積壁、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽。

以上です。

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。

３ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、変更前：資材置場１，７００．００㎡、変更後：ヘリポート用地７，

４６４．００㎡、申請事由：資材置場で転用したが、自社のヘリポート用地とし

て事業計画変更するもの。権利の種別：所有権移転、許可日：令和３年４月２８

日、許可番号：農委第０２８５－３５号。

４条許可申請の番号３、５条許可申請の番号２５と関連がありますので、併せ

て読み上げます。

４ページです。

番号３号、用途・施設：離着陸場２１７．５０㎡、車路１９１．２５㎡、格納

庫１棟１７８．８６㎡、鑑賞地６，８７６．３９㎡、周囲の状況及び被害防除計

画、東…市道、西・南…里道、北…山林、境界…土留、雨水…浸透桝。

１１ページです。

番号２５号、用途・施設：離着陸場２１７．５０㎡、車路１９１．２５㎡、格

納庫１棟１７８．８６㎡、鑑賞地６，８７６．３９㎡、周囲の状況及び被害防除

計画、東…市道、西・南…里道、北…山林、境界…土留、雨水…浸透桝、権利の

種別：所有権移転、売買。

この件につきまして、事務局から補足説明を行います。
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松 元 支 局 只今の件につきまして、補足説明をいたします。（図面掲示）

申請地は、松元支所から北東へ約２．２ｋｍに位置する第２種農地のその他の

農地に該当します。

申請者は、市内で建設業を営む法人です。

九州管内に新たに、２つの営業所を開設する予定で、業務多忙になることから、

現在は、自社ヘリの保管所及び離着陸場として、鹿児島空港を利用していますが、

移動時間短縮のため、自社に近い申請地をヘリ保管所及び離着陸場として、利用

しようとするものです。

４条申請地である１，７００㎡については、令和３年４月総会において、資材

置場への転用について審議し、許可を行っておりますが、今回、５条申請地と近

隣の山林と一体利用する計画変更を行い、総面積７，４６４㎡をヘリコプター利

用に伴う離着陸場として、転用しようとするものです。

申請農地は、３筆で総面積は ５,０３７㎡です。

利用計画では、離着陸場として２１７．５０㎡、車路として１９１．２５㎡、

格納庫１棟として１７８．８６㎡、また、防音・防風のための周囲を緩衝地とし

て６，８７６．３９㎡の申請地全てを利用する予定です。

離着陸場として使用するため、各関係機関等との協議・許可につきましては、

管轄である関西空港事務所と協議済みであり、運行・使用に係る、許可証等は、

すべて交付されております。

また、鹿児島市環境保全条例第１７条第１項の規定による、公害事前防止協議

についても、協議が済んでいることを確認しております。

図面で説明します。

周りは山林があります。周りは緩衝地になります。Ｈの１４ｍ、１４ｍのここ

が離着陸場になります。それから、１１ｍ、１１ｍの格納庫になります。ヘリコ

プターにつきましては、西から南の方に離着陸します。長さとしましては、南か

ら北に向かって、大体８０ｍ、幅６０ｍあります。

以上で補足説明を終わります。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地転用事業計画変

更に関する件」２件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたします。

また、議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」番号２、３号及び議題４．

「農地法第５条許可申請に関する件」番号２５号につきましては、原案どおり許

可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたします。

但し、一体として利用する第４条の番号３号と第５条の番号２５号の転用面積

の合計が３，０００㎡を超えるため、「県農業会議」に意見聴取し、許可して差し

支えない旨の回答を得た後、許可書を交付することといたします。

議題２．農地法第４条許可申請に関する件

４ページ ３件

議    長 次に、議題２「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

先ほど谷山及び松元の各１件につきましては、議題２．｢農地転用事業計画変更

に関する件」と併せて審議しておりますので、それ以外の１件について審議して

いただききたいと思います。

それでは、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：貸資材置場１６５．００㎡、貸車両置場８０．００㎡、

通路６８．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画、東…市道、西…他人畑、南…

里道、北…本人畑、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…市道側溝。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第４条許可申

請に関する件」１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。
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議題３．農地法第５条許可申請に関する件

５ページ～１２ページ ２６件

議    長 次に、議題３「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

先ほど松元の１件につきましては、議題２．｢農地転用事業計画変更に関する件」

と併せて審議しておりますので、それ以外の２５件について審議していただきき

たいと思います。

まず、谷山、１番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：住家１棟４９．６８㎡、庭敷地等２５９．２２㎡、周

囲の状況及び被害防除計画、東・南…他人田、西…他人田、宅地、北…里道、宅

地、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：所有

権移転、売買。

番号２号、住家１棟１０３．０９㎡、庭敷地等２５８．９１㎡、東…宅地、他

人畑、西…里道、南…県道、里道、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…県道

側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号３号、住家１棟９６．０５㎡、庭敷地等２０２．６４㎡、東…市道、西・

北…宅地、南…他人畑、境界…ブロック積、土留、雨水…県道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。

番号４号、住家１棟１０５．０６㎡、庭敷地等２４５．８６㎡、東…雑種地、

西・南…宅地、北…農道、雑種地、境界…土留、コンクリート擁壁、ブロック積、

雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、使用貸借権。

番号５号、住家１棟９０．２６㎡、庭敷地等２０９．７４㎡、東…渡人畑、西

…里道、南…市道、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、売買。

番号６号、建売住宅１棟６２．６５㎡、庭敷地等３８０．７１㎡、東…他人畑、

西…宅地、南…農道、北…山林、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…公

共下水道、所有権移転、売買。

番号７号、建売住宅２棟１３２．２６㎡、庭敷地等３６５．７４㎡、東…河川

管理道路、西…他人田、南…市道、北…他人田、渡人田、境界…ブロック積、雨

水…市道側溝、河川放流、汚水…公共下水道、所有権移転、売買。

番号８号、事務所１棟４９．３２㎡、駐車場６２．５０㎡、資材置場４１．４

４㎡、通路５０．１６㎡、転回場等１０６．５８㎡、東…市道、西・北…宅地、

南…雑種地、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…市道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、売買。

番号９号、クヌギ１７５本１，０１４．００㎡、東…市道、西…他人畑、山林、

南…雑種地、北…宅地、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

番号１０号、住家１棟１００．８２㎡、庭敷地等２７３．４４㎡、東…渡人田、

他人田、西…他人田、南…渡人田、北…農道、他人田、境界…ブロック積、コン

クリート擁壁、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、贈与。

以上です。

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号１１号、土捨場１，６０９．００㎡、東…私道、西・北…他人畑、南…市

道、境界…土留、雨水…自然流下、使用貸借権。

番号１２号、住家１棟６６．２４㎡、庭敷地等３０５．７６㎡、東・北…宅地、

西…市道、南…渡人畑、水路、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、贈与。

番号１３号、店舗付住宅１棟８５．８５㎡、庭敷地等４０６．１５㎡、東…市

道、西…渡人畑、南…水路、宅地、渡人畑、北…他人畑、宅地、境界…ブロック

積、土留、フェンス、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１４号、住家１棟１１６．８７㎡、庭敷地等４２９．７８㎡、東…宅地、

貸人畑、西…里道、南…貸人畑、北…私道、県道、境界…ブロック積、コンクリ

ート擁壁、土留、雨水…私道側溝、県道側溝、汚水…合併浄化槽、使用貸借権。

以上です。

議    長 次に、桜島、１７番委員お願いします。

１ ７ 番 委 員 ご報告します。

番号１５号、農家住宅１棟１３２．６７㎡、農業用倉庫１棟５０．４０㎡、庭

敷地等５０９．９３㎡、東…原野、西・南…市道、北…宅地、他人畑、境界…ブ

ロック積、雨水…自然流下、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、桜島支所から南西に約１．９ｋｍに位置する、おおむね１０ｈａ以

上の農地の広がりのある「第１種農地」に該当します。

申請人は、申請地の近隣に両親と同居しているミカン農家です。今回、親元か

ら独立することになったことから、申請地を取得し、自己住宅及び農業用倉庫を

建築する計画です。

第１種農地は原則として農地転用することができませんが、第１種農地の不許

可の例外である、農地法施行規則第３３条第４号の「集落接続施設」に該当す

ることから、今回の転用許可はやむを得ないと判断したところでございます。

以上です。

議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。
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１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号１６号、法面２４２．００㎡、東…貸人畑、西…山林、雑種地、南…山林、

北…雑種地、境界…排水溝、雨水…河川放流、使用貸借権。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、喜入支所から北西に約５．２ｋｍに位置する、おおむね１０ｈａ以

上の農地の広がりのある「第１種農地」に該当します。

第１種農地は原則として農地転用することができませんが、今回の申請は、隣

接する資材置場の機能保持のため、法面部分として利用することから、第１種農

地の不許可の例外である、農地法施行規則第３５条第５号の「既存施設の拡張」

に該当するため、今回の転用許可はやむを得ないと判断したところでございます。

なお、貸人は令和３年３月に第３条許可を受け対象農地の１筆を取得いたしま

したが、今回申請のなされた部分につきましては、農地の法面部分であり実際の

耕作面積に影響はない旨の理由書が添付されています。

番号１７号、貸駐車場１０３．６８㎡、転回場等１８０．３２㎡、東…国道、

西…鉄道用地、南…宅地、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所

有権移転、売買。

番号１８号、住家１棟１００．５０㎡、庭敷地等１５８．５０㎡、東・西…私

道、南・北…渡人畑、境界…ブロック積、雨水…私道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。

番号１９号、太陽光発電４８８．９６㎡、通路等５１６．０４㎡、東・北…市

道、西…水路、南…他人田、境界…防護柵、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

この件について補足説明をいたします。

申請地は喜入支所から南へ約３．６ｋｍに位置する第２種農地の５００ｍ以内

農地に該当します。

申請人は申請地を取得し、太陽光発電施設として転用を行うものです。

発電規模としましては、太陽光パネル２５２枚、発電出力４９．５ｋＷで約１

０世帯分の年間消費電力をまかなう事になります。

なお九州経済産業局からの発電設備認定の通知を受けております。また九州電

力との系統連係に係る契約も成立していることを確認しております。

以上です。

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。
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３ 番 委 員 ご報告します。

番号２０号、建売住宅２棟１６４．３７㎡、庭敷地等５９１．６３㎡、東…宅

地、西…宅地、渡人畑、南…里道、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側

溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号２１、建売住宅４棟２２０．２５㎡、通路６１．５６㎡、庭敷地等６１７．

１９㎡、東…宅地、西…里道、南…市道、北…宅地、他人畑、境界…ブロック積、

雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買

番号２２号、クヌギ１１０本７６７．００㎡、東…市道、西…他人畑、山林、

南…雑種地、北…宅地、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

番号２３号、建売住宅１棟６０．０３㎡、庭敷地等２０６．９７㎡、東…雑種

地、西・北…他人畑、南…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、売買。

番号２４号、建売住宅１棟４６．３７㎡、庭敷地等２１７．６３㎡、東…私道、

西…里道、南…宅地、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…私道側溝、汚水…

合併浄化槽、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、郡山、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。

番号２６号、資材置場１４４．００㎡、法面２６７．８７㎡、転回場等４７８．

１３㎡、東…他人田、西…市道、南…水路、北…他人田、河川、境界…ブロック

積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

１５、１６号は第１種、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断

されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「９番委員」挙手あり〕

はい、９番委員どうぞ。

９ 番 委 員 番号１６ですが、現況地目が畑となっておりますが、法面状況の中での畑にな

るのですか。それとも平地の畑を法面にするということなのでしょうか。

喜 入 支 局 申請地は、畑がありまして、法面部分があって、その下が境界になっておりま

す。その境界から法面部分の所を、今回転用申請が出たところです。

以上です。
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９ 番 委 員 わかりました。

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第５条許可申

請に関する件」２５件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

但し、第１種農地である番号１５、１６号につきましては、「県農業会議」に意

見聴取し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付することとい

たします。

議題４．非農地認定に関する件

１３ページ～１４ページ ５件

議    長 次に、議題４．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、本局、９番委員お願いします。

９ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：住家１棟、５４年経過、現況宅地。

番号２号、調査結果：住家２棟、うち１棟、４２年経過、うち１棟、４６年経

過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、伊敷、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、調査結果：２７０５－２：コサン竹・雑木自然繁茂、約６０年経過、

現況山林。２７１９－１、２７２０－１：孟宗竹・雑木自然繁茂、約６０年経過、

現況山林。

番号５号、調査結果：雑木自然繁茂、約６０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。

３ 番 委 員 ご報告します。

番号１２号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

以上です。
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議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「非農地認定に関する

件」５件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題６．農用地利用集積計画に関する件

１５ページ～６６ページ ９４件

議    長 次に、議題６．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

２３ページ、番号１５、１６号につきましては、１２番委員自身が代表の農地

所有適格法人が、申請人となっている案件でございます。

従いまして、１２番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、順次しばらく離席いた

だき、その間に審議し、再び着席していただくことにします。

まず、１２番委員におかれましては、離席をお願いします。

（１２番委員離席後）

それでは、番号１５、１６号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

２３ページをご覧ください。

番号１５号、地目：畑、面積１，３２９．００㎡、権利の種類：賃貸借権、設

定期間３年、区分：新規。

番号１６号、地目：畑、面積２，３１０．００㎡、権利の種類：賃貸借権、設

定期間３年、区分：更新。

令和４年３月３１日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上です。
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号１５、１６号につきましては、原案どおり、承認することに

決定いたします。

残りの案件の審議に入ります前に、１２番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。

（１２番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

残りの９２件及び先ほどの２件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。

事 務 局 資料の１５ページをご覧ください。

「議案第６号」、令和４年３月３１日公告予定の、農用地利用集積計画集計表に

ついて、ご説明申し上げます。

右側の一番下になります。

賃借権４９件、７０筆、６９，８２８．００㎡。使用貸借権４５件、８７筆、

６９，０８１．００㎡。合計９４件、１５７筆、１３８，９０９．０１㎡です。

議案書の１６ページから６６ページは、農用地利用集積計画の内容、うち、５

５ページから６６ページは、配分計画を含む内容です。

お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上で、説明を終わります。

議題７．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

別冊資料２ １件

議    長 次に、議題７．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。

それでは、喜入、１６番委員お願いします。
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１ ６ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、一般住宅

４．現況、申出地は、喜入旧麓地区にあり、喜入支所から南西へ約１．０ｋｍ

に位置し、東側は私道、西側は他人畑、南側は農道、北側は渡人畑に接している。

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書のとおりで、

申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はや

むを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

６７ページ～６８ページ ２件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

それでは、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 報告します。６７ページです。

照会日：令和４年２月２４日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年３月９日 鹿児島地方法務局へ報告済。

議 長 次に、郡山、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 報告します。６８ページです。

照会日：令和４年２月２２日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年３月４日 鹿児島地方法務局へ報告済。

２．鹿児島市長（特別滞納整理課）から照会のあった農地等の現況について

６９ページ １件

議 長 続きまして、報告事項２「鹿児島市長（特別滞納整理課）から照会のあった農

地等の現況について」

それでは、松元、３番委員お願いします。

３ 番 委 員 報告します。６９ページです。

照会日：令和４年３月８日、現況：農地、調査結果：該地は区域区分の定めの

ない都市計画区域内にあり、現況農地である。

処理状況：買受適格証明書を有する者に限る。令和４年３月１６日 鹿児島市

長へ報告済。

３．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

７０ページ～７１ページ ５件

議 長 報告事項３「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項４「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

報告事項５「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。
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事 務 局 ７０ページをお開きください。

報告事項３ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は５件です。

登記地目別では、田１３筆、６，９８６．００㎡、畑１７筆、６，６７０．０

０㎡となっております。取得した事由別数は、相続が５件。権利の種別は、所有

権が５件。農業委員会によるあっせん等は、無が５件となっております。

７１ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。

４．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

７２ページ～８１ページ ３１件

事 務 局 ７２ページをお開きください。

報告事項４ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係では、多い順に共同住宅が２件、駐車場が１件、

合計３件となっております。

第５条関係では、多い順に一般住宅が２１件、駐車場が４件、その他が２件、

共同住宅が１件、合計２８件となっております。

７３ページは、４条関係３件、７４ページから８１ページは、５条関係２８件

の内容です。お目通しをお願いいたします。

５．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について

８２ページ～８３ページ ３件

事 務 局 ８２から８３ページをお開きください。

報告事項５ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告についてで

す。

谷山地区で、合意解約の通知が出ております。

お目通しをお願いいたします。

６．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

別冊資料３

議 長 報告事項６「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について」

それでは、事務局の報告をお願いします。
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事 務 局 報告事項６ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。

表の一番下の合計欄をご覧ください。

まず 二段書きの上の段の１月分については、訪問戸数８３戸、うち不在２３

戸、調査回答戸数６３戸、貸出希望３戸６６．２７アール、借入希望、貸出実績、

借入実績、中間管理事業活用実績はありませんでした。

次に、下の段の累計については、訪問戸数５，８２２戸、うち不在６２４戸、

調査回答戸数５，３３２戸、貸出希望２８４戸６，０５７．３２アール、借入希

望５４戸２，２２１．００アール、貸出実績１６戸２３０．６７アール、借入実

績１１戸２２５．８７アール、中間管理事業活用実績４６．１７アールでした。

各地区の実績についてはお目通しをお願いします。

以上で報告を終わります。

議    長 ありがとうございました。

（議事終了：午前１０時４５分）

ここで、皆様にご案内します。４月１日付けの人事異動に伴いまして、事務局

職員の異動がございました。事務局より紹介をお願いします。

（異動職員紹介後）

また、喜入支局の今吉支局主任、伊敷支局の水口主任、吉田支局の山本主任に

おかれましては、３月末をもって退職されることになっております。それぞれ一

言ご挨拶をいただきたいと思います。

まず、今吉支局主任よりご挨拶をお願いします。

（今吉支局主任挨拶終了後）

ありがとうございました。

続きまして、伊敷支局の水口主任よりご挨拶をお願いします。

（水口主任挨拶終了後）

ありがとうございました。

続きまして、吉田支局の山本主任よりご挨拶をお願いします。

（山本主任挨拶終了後）

ありがとうございました。長い間、市政に尽力いただき大変お疲れ様でした。

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。
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事 務 局 ・令和４年度第１回総会（月例）開催日時は、

４月２８日（木）午後２時開会

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室

総会終了後、令和３年度鹿児島県農業委員会大会、永年勤続農業委員及び農地

利用最適化推進委員の表彰式を行いますので、しばらくそのままお待ち下さい。

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１０時５５分）


